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昨今、工事発注において予定価格超過や入札参加者がいない等の理由により、入札の取
りやめや不調となる工事が多発しています。
この理由の一つとして、標準的な積算と当該現場の見積り（実勢価格）に乖離が生じて

いる場合が考えられることから、『見積りを活用する積算方式』を試行しています。
今回、千葉国道事務所では、「国道６号松戸地区歩道改良工事」において『見積りを活

用する積算方式』と『難工事指定』を試行します。

①『見積りを活用する積算方式』
本工事は、交通量が多い交差点で現道上を規制しながらの工事であることから、施工に

伴い作業効率が低下することが懸念されます。このため、入札参加者から見積りの提出を
求め、その価格の妥当性を検証の上、予定価格に反映するものです。
見積りを求める工種は、過去の同種工事の実績により標準的な積算との剥離が予想され
る工種より選定しています。

②『難工事指定』
本工事は、通常の工事と比較して施工条件が厳しく作業効率が悪い工事を一定以上の工

事成績で完成させた場合に、「難工事施工実績評価対象工事（試行）」において、総合評
価項目に「難工事施工実績あり」として加点対象とする「難工事指定」の試行対象工事と
します。
なお、本工事においては、競争参加資格確認申請書と見積書の提出期限及び提出方法が

異なります。詳細については、入札公告及び入札説明書に記載しております。
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《見積りを活用する積算方式の工事概要》
（国道６号松戸地区歩道改良工事）

（１）工 事 名 ：国道６号松戸地区歩道改良工事

（２）工事場所 ：千葉県松戸市松戸地先

（３）工 期 ：契約の翌日から平成２２年３月１２日まで（予定）

（４）入札方式 ：一般競争入札 総合評価落札方式（簡易型 施工体制確認型）

（５）工事種別 ：維持修繕

（６）工事内容（概要） ：
道路土工 １式
舗装工 １式
車道舗装工 約５３０㎡
歩道舗装工 約４７０㎡
軽量盛土工（ＦＣＢ） 約１，４００m3

縁石工 １式
防護柵工 １式
道路照明工 １式
標識工 １式
区画線工 １式
電線共同溝工 １式
情報ボックス工 １式
構造物撤去工 １式

（７）見積りの提出を求める工種
・直接工事費のうち、舗装工に係わるもの
・共通仮設費のうち、運搬費（質量２０ｔ以上の建設機械の日々回送費）

（８）見積の提出を求める理由
本工事は、交通量が多い一般国道６号の松戸隧道交差点付近の歩道を整備する工
事です。
施工にあたっては、現道上を交通規制し車道・歩道利用者への影響をできるだけ
軽減しながらの施工が必要であり、また夜間での現道上の施工が中心となることか
ら作業効率の低下に伴い、標準的な積算と実勢価格に乖離が生じることが考えられ
るため、「見積りを活用する積算方式」を試行するものです。

（９）スケジュール
○入札公告：平成２１年 ７月１３日
○入札日 ：平成２１年 ８月１９日

（10）その他
本工事は、競争参加資格確認申請書と見積書の提出期限及び提出方法が異なります。
詳細については、入札公告及び入札説明書に記載しております。


